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中
国
古
代
に
お
け
る
文
字
習
得
シ
ス
テ
ム

漢
新
出
土
の
簡
牘
に
も
と
づ
い
て

大
橋

修
一

一

近
年
、
中
国
に
お
い
て
は
、
近
代
化
に
伴
う
大
規
模
な
工
事
が
行
わ
れ
、
地

下
か
ら
古
代
中
国
の
夥
し
い
量
の
簡
牘
（
古
代
に
お
い
て
、
紙
の
代
用
品
と
し

て
竹
や
木
が
文
書
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
こ
れ
を
総
称
し
て
簡
牘
と
呼
ぶ
）
が

出
土
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
湖
北
省
、
湖
南
省
に
お
い
て
は
、
他
省
を
は
る
か

に
凌
駕
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
近
年
の
湖
南
省
か
ら
出
土
し
た
簡
牘
を
例
に
と
っ

て
み
て
み
よ
う
。
一
九
九
六
年
七
月
に
は
、
長
沙
市
走
馬
楼
に
あ
る
古
井
戸
か

ら
三
国
・
呉
時
代
の
簡
牘
が
お
よ
そ
十
万
枚
出
土
し
て
い
る
。
主
に
官
文
書
で

あ
る
。
二
〇
〇
二
年
に
は
龍
山
県
里
耶
鎮
の
戦
国
時
代
古
城
の
古
井
戸
か
ら
秦

時
代
の
簡
牘
三
万
七
千
枚
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
は
主
と
し
て
秦
始
皇
帝
全

国
統
一
時
代
の
公
文
書
で
あ
る
。
ま
た
二
〇
〇
四
年
に
は
長
沙
市
東
牌
楼
の
古

井
戸
か
ら
後
漢
時
代
晩
期
の
簡
牘
二
〇
六
枚
（
主
に
官
文
書
、
私
信
）
、
ま
た

二
〇
一
〇
年
に
は
長
沙
市
新
世
界
百
貨
大
履
か
ら
後
漢
時
代
の
官
文
書
や
私
信

な
ど
八
千
余
枚
、
二
〇
一
一
年
に
は
同
じ
長
沙
市
尚
徳
街
か
ら
一
七
一
枚
の
有

字
簡
（
文
字
が
書
か
れ
た
簡
牘
）
が
出
土
し
て
い
る
。
主
に
官
文
書
、
私
信

（
手
紙
）
で
あ
る
。

こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
中
国
古
代
、
と
り
わ
け
秦
か
ら
後
漢
時
代
に
至
る
ま
で
、

ど
の
よ
う
な
文
字
習
得
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
伝
承
さ
れ
た

文
献
は
、
は
た
し
て
正
確
な
も
の
な
の
か
、
ま
た
そ
の
習
得
さ
れ
た
成
果
が
、

ど
の
よ
う
な
実
態
を
持
つ
書
体
で
あ
っ
た
の
か
、
に
つ
い
て
述
べ
る
わ
け
で
あ

る
が
、
こ
れ
ら
の
裏
付
け
と
な
る
資
料
の
多
く
は
、
実
は
こ
う
し
た
地
下
か
ら

の
古
代
遺
物
の
出
現
に
よ
っ
て
研
究
が
可
能
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
古
代
の
文
献
に
お
い
て
、
そ
の
文
字
習
得
シ
ス
テ
ム
が
窺
わ
れ
る
の
が
、

漢
の
許
慎
（
五
八
～
一
四
九
）
の
『
説
文
解
字
』
序
に
お
い
て
で
あ
る
。

自
爾
秦
書
有
八
體
、
一
曰
大
篆
、
二
曰
小
篆
、
三
曰
刻
符
、
四
曰
蟲
書
、

五
曰

�印
、
六
曰
署
書
、
七
曰
殳
書
、
八
曰
隷
書
。
漢
興
有
艸
書
、
尉
律
、
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學
僮
一
七
已
上
、
始
試
、
諷

�書
九
千
字
、
乃
得
爲
史
、
又
以
八
體
試
之
、

郡
移
大
史
并
課
、
最
者
以
爲
尚
書
史
。

秦
の
書
体
に
は
八
種
が
あ
っ
た
。
大
篆
、
小
篆
、
刻
符
、
蟲
書
、

�印
、
署

書
、
殳
書
、
隷
書
で
あ
る
。
漢
が
興
る
と
草
書
が
で
き
た
。
尉
律
、
学
僮
は
一

七
歳
以
上
に
な
っ
て
初
め
て
試
験
す
る
。
九
千
字
を
読
み
書
き
で
き
て
、
は
じ

め
て
史
の
資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
八
体
に
よ
っ
て
試
験
し
、
郡
は

そ
の
八
体
の
試
験
結
果
を
大
史
に
送
り
、
成
績
優
秀
者
を
尚
書
史
と
し
た
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
説
文
』
で
は
新
の
王
莽
（
八
～
二
三
）
時
代
の
書

体
に
も
言
及
す
る
。

時
有
六
書
、
一
曰
古
文
、
孔
子
壁
中
書
也
、
二
曰
奇
字
、
即
古
文
而
異

者
也
、
三
曰
篆
書
、
即
小
篆
、
秦
始
皇
帝
、
使
下
杜
人
程

�所
作
也
、
四

日
左
書
、
即
秦
隷
書
、
五
日
繆
篆
、
所
以

�印
也
、
六
曰
鳥
蟲
書
、
所
以

書
幡
信
也

当
時
に
六
書
が
あ
っ
た
。
一
に
古
文
と
い
い
、
孔
子
宅
の
壁
か
ら
出
た
も
の

で
あ
る
。
二
に
奇
字
と
い
い
、
つ
ま
り
古
文
の
異
体
字
で
あ
る
。
三
に
篆
書
と

い
い
、
つ
ま
り
小
篆
で
あ
る
。
秦
の
始
皇
帝
が
下
杜
の
人
程

�に
作
ら
せ
た
も

の
で
あ
る
。
四
に
左
書
と
い
い
、
秦
の
隷
書
で
あ
る
。
五
に
繆
篆
と
い
い
、
印

に
彫
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
六
に
鳥
虫
書
と
い
い
、
旗
や
符
に
書
く
た
め
の

も
の
で
あ
る
、
と
い
う
。

王
莽
時
代
に
な
る
と
、
八
体
が
六
書
、
つ
ま
り
六
体
と
な
り
、
殳
書
や
刻
符
、

署
書
の
語
が
消
え
て
い
る
。
ま
た
、『
漢
書
』
芸
文
志
に
も
、『
説
文
』
の
前
文

と
同
様
、
試
験
と
書
記
選
考
規
程
に
つ
い
て
の
条
文
が
見
え
る
。

漢
興
、
蕭
何
（
？
～
一
九
三
Ｂ
Ｃ
）
草
律
、
亦
著
其
法
、
曰
、
太
史
試

學
童
、
能
諷
書
九
千
字
以
上
、
乃
得
爲
史
、
又
以
六
體
試
之
、
課
最
者
以

爲
尚
書
御
史
史
書
令
史
。

こ
こ
で
は
『
説
文
』
に
見
え
る
八
体
が
、
『
六
体
』
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

『
漢
書
』
と
『
説
文
』
の
若
干
の
異
同
に
つ
い
て
、
段
玉
裁
（『
説
文
』
一
五
巻

以
上
）
は
「
班
固
の
『
漢
書
』
は
（
九
二
年
に
班
固
が
死
に
、
妹
の
班
昭
が
八

表
お
よ
び
天
文
志
完
成
）『
説
文
』（
一
〇
〇
年
成
立
）
よ
り
前
に
成
立
し
た
の

で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
『
漢
書
』
を
見
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
り
、
別
に
基
づ

く
べ
き
資
料
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
後
魏
の
江

式
の
『
論
書
表
』
に
、

漢
興
、
有
尉
律
學
、
複
教
以
籀
書
、
又
習
八
體
、
試
之
課
最
、
以
爲
尚

書
史

と
あ
り
、
つ
づ
け
て
唐
の
徐
堅
の
『
初
学
記
』
文
部
文
字
第
三
に
も

秦
焚
燒
先
典
、
乃
廢
古
文
更
用
八
體
、
一
曰
大
篆
、
周
宣
王
史
籀
所
作

也
、
二
曰
小
篆
、
始
皇
時
李
斯
、
趙
高
、
胡
毋
敬
所
作
也
、
大
小
篆
並

簡
册
所
用
也
、
三
日
刻
符
、
施
於
符
伝
也
。
四
曰

�印
、
施
於
印
璽
也
、

五
曰
蟲
書
爲
虫
鳥
之
形
、

と
あ
り
、
異
同
は
あ
る
も
の
の
『
八
体
』
と
す
る
の
は
、
『
説
文
』
か
ら
の
採

録
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
説
文
』
や
『
漢
書
』
芸
文
志
に
記

載
す
る
文
字
習
得
に

関
す

る
試
験
も
し
く
は
書
記
官
選
考
の
規
程
の
条
文
と
、
ほ
ぼ
同
様
の
漢
律
が
一
九

九
四
年
、
湖
北
省
江
陵
県
張
家
山
で
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る （
１
）。
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発
見
さ
れ
た
の
は
二
四
七
、
二
四
九
、
二
五
八
号
の
前
漢
墓
で
あ
る
。
こ
の

三
基
の
内
の
二
四
七
号
墓
の
中
か
ら
一
、
二
三
六
枚
（
残
片
を
除
く
）
の
竹
簡

が
出
土
し
、
竹
簡
中
の
「
歴
譜
」
が
高
祖
、
劉
邦
の
五
年
（
前
二
〇
二
）
か
ら

呂
后
二
年
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
、
紀
元
前
一
八
六
年
前
後
と
見
ら
れ
る
。
専
者

に
『
張
家
山
漢
墓
竹
簡
―
二
四
七
号
墓
』
（
文
物
出
版
社
）
が
あ
る
。
竹
簡
の

内
容
は
八
種
に
わ
た
り
、
①
二
年
律
令
三
二
枚
、
②
歴
譜
、
十
八
枚
、
③
秦

�

二
二
八
枚
、
④
脈
書
六
六
枚
、
⑤
算
数
書
一
九
〇
枚
、
⑥
蓋
盧
五
五
枚
、
⑦
引

書
一
一
二
枚
、
⑧
遺
策
四
一
枚
で
あ
る
。
こ
の
前
漢
時
代
初
期
の
二
年
律
令 （
２
）の

条
文
中
に
、

史
、
卜
子
年
十
七
年
歳
學
、
史
、
卜
、
祝
學
童
學
三
歳
、
學
試

�将
詣

太
史
、
大
卜
、
大
祝
、
郡
史
學
童
詣
其
守
、
皆
會
八
月
朔
日
試
之
、
試
史

學
童
以
一
五

�、
能
諷
書
五
千
字
以
上
、
乃
得
爲
史
、
有
以
八
體
試
之
、

郡
移
其
八
體
課
大
史
、
大
史
誦
課
、
取
最
一
人
以
爲
其
縣
令
史
、
殿
者
勿

以
爲
史
、
三
歳
壹
并
課
、
取
最
一
人
以
爲
尚
書
卒
史
（
四
七
四
～
四
七
六

号
）

と
あ
り
、
「
史
、
卜
の
子
は
十
七
歳
で
就
学
す
る
。
史
、
卜
、
祝
の
学
童
は
、

学
ぶ
こ
と
三
年
で
、
学
耳
が
引
き
連
れ
て
大
史
、
大
卜
、
大
祝
の
も
の
に
赴
き
、

郡
の
史
の
学
童
は
そ
の
郡
の
郡
守
の
と
こ
ろ
へ
行
き
、
い
ず
れ
も
八
月
一
日
を

期
日
と
し
て
こ
れ
を
試
験
す
る
。
史
の
學
童
の
試
験
は
一
五

�に
よ
っ
て
行
い
、

五
千
字
以
上
を
諳
ん
じ
書
く
こ
と
が
で
き
て
、
は
じ
め
て
史
と
な
る
こ
と
が
で

き
る
。
さ
ら
に
八
体
に
よ
っ
て
試
験
を
行
い
、
郡
は
そ
の
八
体
の
試
験
結
果
を

大
史
に
送
り
、
大
史
が
試
験
結
果
を
読
む
。
成
績
優
秀
者
一
人
を
そ
の
県
の
令

史
と
し
、
成
績
最
低
者
は
史
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
三
年
間
に
一
度
試
験
成
績

を
一
つ
に
ま
と
め
、
成
績
優
秀
者
一
人
を
尚
書
卒
史
と
せ
よ
」
と
い
う
の
で
あ

る
。
整
理
す
る
と
、
一
五

�は
史
の
学
童
が
受
験
す
る
。
五
千
字
以
上
諷
書
で

き
た
も
の
は
、
全
員
史
と
な
る
。
八
体
課
、
こ
れ
は
史
が
受
験
す
る
。
各
郡
の

成
績
優
秀
者
は
県
の
令
史
と
な
る
。
こ
れ
は
大
史
が
採
点
す
る
。
并
課
、
史
が

受
験
。
三
年
に
一
度
行
わ
れ
、
そ
の
中
の
最
優
秀
成
績
者
は
尚
書
卒
史
と
な
る
、

と
あ
る
。
ち
な
み
に
、
秦
、
漢
に
は
、
各
種
の
課
が
設
け
ら
れ
、
睡
虎
地
の
秦

律
・
雑
抄
で
は
、
牛
羊
課
が
み
ら
れ
、
漢
の
居
延
簡
に
は
、
郵
書
課
、
軍
書
課
、

駅
馬
課
が
散
見
さ
れ
る
。
八
体
課
も
こ
れ
ら
の
課
の
存
在
と
同
様
、
課
の
一
つ

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る （
３
）。

律
令
文
中
の
「
一
五

�」
は
『
説
文
』
に
「
宣
王
、
大
史
籀
、
大
篆
一
五

�

を
著
す
」
と
あ
り
、
段
王
裁
の
注
に
も
「
大
篆
一
五

�は
み
な
史
籀

�と
い
い
、

亦
た
史

�と
も
い
う
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
史
籀

�の
可
能
性
が
高
い
。

ま
た
律
令
条
文
の
「
風
書
五
千
字
」
は
『
説
文
』
及
び
『
漢
書
』
芸
文
志
で
は

諷
籀
書
九
千
字
と
な
り
、
律
令
条
文
の
「
八
体
」
は
『
説
文
』
に
見
え
る
「
八

体
」
と
同
じ
で
あ
る
が
、
『
漢
書
』
芸
文
志
で
は
「
六
体
」
と
な
っ
て
い
る
。

張
家
山
漢
簡
二
四
七
号
に
記
さ
れ
た
律
令
と
の
若
干
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
許

慎
が
「
今
、
尉
律
有
り
と
雖
も
課
せ
ず
、
小
学
修
ま
ら
ず
、
其
の
説
に
達
す
る

こ
と
莫
き
こ
と
久
し
」
と
憤
慨
す
る
よ
う
に
、
許
慎
や
『
漢
書
』
芸
文
志
の
編

者
班
固
が
生
き
た
後
漢
中
期
に
な
る
と
、
漢
律
も
形
骸
化
し
、
し
か
も
曖
昧
な

も
の
と
な
っ
て
伝
存
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
異
同
と
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
現
実
の
実
行
の
困
難
規
則
が
も
つ
理
念
、
こ
の
二
つ
の
ア
ン
チ
ノ
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ミ
ー
（
二
律
背
反
）
に
許
慎
が
矛
盾
を
感
じ
て
い
た
こ
と
も
窺
わ
れ
る
の
で
あ

る
。と
こ
ろ
で
こ
の
秦
の
「
八
体
」
説
は
、
秦
の
文
献
上
に
お
い
て
は
確
認
で
き

な
い
も
の
の
、
こ
の
張
家
山
の
律
令
が
公
元
前
一
八
五
年
前
後
に
書
か
れ
、
し

か
も
こ
れ
は
秦
滅
亡
後
、
わ
ず
か
二
〇
年
し
か
経
て
い
な
い
こ
と
か
ら
推
測
す

る
と
、
秦
に
八
体
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
事
実
と
し
て
認
識
し
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
願
実
も
『
漢
書
芸
文
志
講
疏
』
に
お
い
て
「
諷
書
九
千
字

な
る
も
の
は
周
の
制
な
り
」
と
言
い
、
ま
た
秦
か
ら
前
漢
早
期
に
か
け
て
の
成

文
法
規
の
移
行
に
つ
い
て
は
、
東
川
祥
丈
氏
が
、
「
東
漢
律
考 （
４
）」
に
お
い
て

「
秦
帝
国
に
お
い
て
、

�以吏
為
師

�の
観
念
の
下
、
法
律
知
識
の
習
得
が
、
民

衆
に
法
律
を
知
ら
し
め
る
存
在
と
し
て
、
下
級
官
吏
の
必
須
条
件
で
あ
っ
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
西
漢
に
入
っ
て
か
ら
も
、
史
書
を
見
る
限
り
、
法

律
知
識
が
官
吏
の
修
得
す
べ
き
ス
キ
ル
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
基
本

的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
」
と
い
い
、
工
藤
元
男
氏
も
、
「
張
家
山
漢
簡
は
、
こ

れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
秦
の
統
一
過
程
に
お
け
る

�法と
習
俗

�の
問

題
が
、
前
漢
で
も
ま
た
く
り
か
え
さ
れ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る （
５
）」
と
述
べ
る

な
ど
、
秦
律
と
張
家
山
漢
簡
の
漢
律
と
の
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
秦
の
「
八
体
」
を
記
し
た
条
文
も
秦
か
ら
前
漢
初
期
に
か

け
て
は
踏
襲
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
従
来
か
ら
伝
わ
る
文
献
『
説
文
解
字
』
や
『
漢
書
芸
文
誌
』
記
載
の

内
容
と
、
新
し
く
張
家
山
か
ら
近
年
出
土
し
た
前
漢
の
竹
簡
の
文
章
が
多
少
の

異
同
は
あ
る
に
し
て
も
内
容
に
お
い
て
文
献
と
大
差
の
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ

た
わ
け
で
あ
る
。

そ
う
し
て
み
る
と
、
秦
滅
亡
後
、
こ
れ
ら
の
文
書
シ
ス
テ
ム
に
精
通
し
た
秦

の
史
官
た
ち
が
。
漢
に
転
身
す
る
に
と
も
な
い
、
漢
代
の
公
文
書
及
び
文
字
習

得
シ
ス
テ
ム
が
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
た
と
見
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

続
け
て
、
漢
の
王
充
の
『
論
衝
』
巻
第
十
二
、
程
材
を
見
て
み
よ
う
。

世
俗
學
問
者
、
不
肯
竟
經
明
學
、
深
知
古
今
、
急
欲
成
一
家
章
句
。
義

理
略
具
、
同
趨
學
史
書
、
讀
律
諷
令
、
治
作
情
奏

と
あ
る
。
世
に
学
問
す
る
者
は
、
正
統
の
経
学
を
学
ぶ
こ
と
を
怠
っ
て
、
律
令

な
ど
の
公
文
書
に
た
ず
さ
わ
る
書
記
官
と
な
る
こ
と
だ
け
を
目
指
し
て
い
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
「
史
書
」
を
学
び
、
そ
の
史
書
の
章
句
を
覚

え
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
史
書
」
と
は
、
識
字
テ
ス

ト
で
あ
る

「
蒼
頡

�」
や
「
急
就

�」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二

�に
つ
い
て
は
、『
漢

書
』
芸
文
志
に
よ
る
と
、

蒼
頡

�に
つ
い
て
は
、
「

蒼
頡
一

�、
秦
の

丞
相
、

李
斯
作
」
と
あ
り
、
急
就

�に
つ
い
て
は
「
漢
の
元
帝
の
時
、
黄
門
令
、
史
游

作
」
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
芸
文
志
に
よ
る
と
「
漢
興
り
て
、
閭
里
の
書
師
、
蒼

頡
、
爰
歴
、
博
学
の
三

�を
合
し
、
六
十
字
を
断
じ
て
、
以
っ
て
一
章
と
為
し
、

凡
そ
五
十
五
章
、
并
せ
て
蒼
頡

�と
為
す
」
と
あ
る
。
漢
に
な
る
と
、
今
度
は
、

秦
の
李
斯
作
の
蒼
頡

�と
、
趙
高
作
の
爰
歴

�、
胡
毋
敬
作
の
博
学

�の
三

�

の
識
学
テ
ク
ス
ト
を
合
わ
せ
、
六
十
字
を
一
章
と
し
、
五
十
五
章
と
し
た
、
と

あ
り
、
総
字
数
が
三
三
〇
〇
字
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
秦
の
李
斯
作
の
蒼

頡

�の
オ
リ
ジ
ナ
ル
本
と
、
漢
代
に
は
三

�を
合
し
た
蒼
頡

�が
存
在
し
た
わ

け
で
あ
る
。
で
は
、
急
就

�と
蒼
頡

�の
関
係
に
つ
い
て
は
、
再
び
芸
文
志
を
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見
る
と
「
黄
門
令
史
游
は
急
就

�を
作
し
、
成
帝
の
時
、
将
作
大
匠
李
長
は
元

尚
�を

作
し
、
皆
蒼
頡
中
の
正
字
な
り
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
史
游
の
急
就

�

も
、
李
長
の
元
尚

�も
み
な
蒼
頡

�に
収
録
さ
れ
た
文
字
を
使
用
し
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
急
就

�」
を
作
る
に
あ
た
り
、
「
蒼
頡

�」
か
ら
不

要
な
字
の
削
減
を
行
い
、
必
要
な
文
字
を
選
定
し
、
現
状
の
令
史
や
史
に
な
る

た
め
の
テ
ク
ス
ト
に
改
正
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
山
元
宣
宏
氏 （
６
）に
よ
る
と

「
急
就

�」
の
性
格
は
、
事
務
作
業
に
必
要
で
あ
っ
た
不
特
定
多
数
の
下
級
役

人
の
た
め
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
っ
て
い
る
。

同
じ
『
論
衝
』
巻
第
三
十
、
自
紀
に
よ
る
と
、

八
歳
出
於
書
館
、
書
館
小
僮
百
人
以
上
、
皆
以
過
失
袒
鏑
、
或
以
書
醜

得
鞭
。

と
あ
る
。
八
歳
で
文
字
を
習
う
書
館
に
行
き
、
そ
こ
で
も
し
文
字
の
過
失
が
あ

れ
ば
、
叱
責
さ
れ
た
。
ま
た
書
か
れ
た
文
字
が
美
し
く
な
け
れ
ば
、
鞭
で
打
た

れ
た
と
い
う
。
文
字
の
美
醜
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

二

こ
れ
ら
の
秦
、
漢
文
字
習
得
シ
ス
テ
ム
か
ら
学
ん
だ
令
史
や
史
、
い
わ
ゆ
る

書
記
官
た
ち
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
官
文
書
や
私
信
の
実
態
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て

お
こ
う
。
史
料
と
し
て
は
先
述
し
た
二
〇
〇
四
年
、
長
沙
市
東
牌
楼
か
ら
出
土

し
た
後
漢
晩
期
の
簡
牘
で
あ
る
。
紀
年
の
あ
る
簡
は
建
寧
四
年
（
一
七
一
）
、

熹
平
元
年
（
一
七
二
）、
光
和
七
年
（
一
八
四
）、
中
元
三
年
（
一
八
六
）
な
ど

が
見
え
、
霊
帝
期
（
一
六
八
～
一
八
九
）
に
属
す
る
。
内
容
は
名
刺
や
封
検
、

木
牘
に
書
か
れ
た
官
文
書
や
私
信
な
ど
多
様
性
に
富
ん
で
い
る
。
二
つ
目
の
史

料
は
、
二
〇
一
一
年
長
沙
市
尚
徳
街
か
ら
出
土
し
た
後
漢
時
代
の
簡
牘
で
あ
る
。

東
牌
楼
と
尚
徳
街
は
同
じ
長
沙
市
内
に
あ
り
、
距
離
的
に
も
接
近
し
て
内
容
、

書
体
と
も
共
通
し
て
い
る
。
封
検
、
さ
ら
に
木
牘
に
書
か
れ
た
公
文
書
、
名
刺
、

私
信
も
含
ま
れ
る
。
東
漢
の
永
元
十
一
年
（
九
九
）、
建
安
十
一
年
（
二
〇
六
）

と
い
っ
た
紀
年
が
見
ら
れ
、
漢
の
中
期
か
ら
晩
期
の
史
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
二
つ
の
史
料
は
、
漢
の
文
字
習
得
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
た
後
漢
期
に
お
け
る

書
記
官
た
ち
の
生
の
史
料
な
の
で
あ
る
。
書
体
も
、
草
書
、
行
書
、
篆
書
、
隷

書
と
実
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
後
漢
か
ら
魏
に
か

け
て
活
躍
し
た
鍾

�（
一
五
一
～
二
三
〇
）
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
こ
う
。
南

斉
の
羊
欣
の
『
古
来
能
書
人
名
』
に
鍾

�に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
鍾
（

�）
書
に
三
體
あ
り
。
一
に
曰
く
銘
石
書
。
最
も
妙
な
る
も
の
な
り
。

二
に
曰
く
、
章
程
書
、
秘
書
に
伝
え
、
小
学
を
教
う
る
も
の
な
り
。
三
に
曰
く

行
狎
書
、
相
聞
す
る
も
の
な
り
」
と
あ
る
。
鍾

�が
得
意
と
し
た
書
体
に
三
つ
、

が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
つ
は
石
に
刻
銘
す
る
書
体
、
二
つ
目
は
章
程

書
と
呼
ば
れ
、
世
々
秘
書
の
官
に
伝
え
て
、
小
学
（
文
字
学
）
を
教
え
た
書
体
、

す
な
わ
ち
、
今
の
楷
書
で
あ
る
。
三
つ
目
の
行
狎
書
と
は
、
相
聞
、
つ
ま
り
手

紙
に
書
く
書
体
、
今
の
行
書
に
あ
た
る
。
こ
の
三
つ
の
書
体
を
当
時
の
人
々
は

ほ
め
た
た
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
鍾

�が
育
っ
た
後
漢
に
は
、
用
途
に
応
じ

て
三
つ
の
書
体
が
書
き
わ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
当
時
の
書
体
が
ど

の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
窺
え
る
。
鍾

�も
後
漢
の
中
期
に
生
ま
れ
、
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文
字
習
得
シ
ス
テ
ム
で
の
教
育
を
享
受
し
た
人
で
あ
る
。
後
漢
に
お
い
て
は
、

準
公
用
体
と
し
て
隷
書
が
公
式
の
場
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、
補
助
的
な
書
体
と

し
て
草
書
や
行
書
、
そ
れ
に
新
興
の
楷
書
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
文
献
か

ら
窺
え
る
。
で
は
二
つ
の
史
料
に
基
づ
い
て
当
時
の
文
学
の
実
体
を
見
て
み
よ

う
。図
１
は
、
木
牘
の
私
信
で
あ
る
。
高
村
武
幸
氏
に
よ
れ
ば
私
信
に
は
公
務
と

の
関
連
性
が
高
い
「
公
文
書
的
私
信
」
と
そ
う
で
な
い
一
般
的
な
私
信
と
に
大

別
さ
れ
る
と
い
う （
７
）。
こ
の
私
信
は
公
務
に
関
わ
る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、

「
公
文
書
的
私
信
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
鍾

�の
三
体
の
中
で
、
当
時
「
私

信
は
行
書
で
書
か
れ
た
」
と
あ
る
が
、
図
１
も
ま
さ
し
く
行
書
で
書
か
れ
て
い

る
。
文
献
と
実
物
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

図
２
は
名
刺
で
あ
る
。
「
故
吏
鄧

�再
拝
」
と
あ
る
。
故
吏
の
鄧

�が
ご
挨

拶
致
し
ま
す
、
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
名
刺
を
謁
と
い
い
、
下
位
の
者
が
上
位

の
者
へ
面
会
を
求
め
る
と
き
に
用
い
る
。
書
体
は
隷
書
、
勤
厳
な
八
分
書
で
書

か
れ
、
当
時
も
っ
と
も
正
式
な
文
字
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

幅
の
狭
い
名
刺
を
刺
と
呼
び
、
区
別
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

図
３
Ａ
・
Ｂ
の
書
体
は
楷
書
で
あ
る
。
た
だ
し
成
熟
し
た
楷
書
と
は
い
い
が

た
い
。
後
漢
に
は
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
な
書
体
が
誕
生
し
て
い
く
が
、
こ
の

楷
書
も
整
理
さ
れ
、
三
国
時
代
に
な
っ
て
、
正
式
な
書
体
と
し
て
確
立
し
て
い

く
わ
け
で
あ
る
。
一
画
の
末
筆
に
は
、
隷
書
の
波
磔
と
い
う
装
飾
は
す
で
に
見

ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
が
、
楷
書
が
鍾

�三
体
の
一
つ
、
小
学
（
文
字
学
）
を
教

え
る
書
体
と
し
て
当
時
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
図
Ｃ
は
楷
書
の
習
字

簡
で
あ
る
。
楷
書
を
練
習
し
た
さ
ま
が
う
か
が
え
る
。
図
４
、
こ
れ
は
草
書
で

あ
る
。
許
慎
の
『
説
文
解
字
』
に
「
漢
興
り
て
草
書
あ
り
」
と
い
う
。
ま
た
後

漢
の
趙
壹
の
「
草
書
を
非
る
」
の
文
か
ら
も
、
当
時
、
草
書
が
大
流
行
し
て
い

た
さ
ま
が
よ
く
わ
か
る
。
草
書
の
名
人
、
張
芝
の
出
現
も
時
代
の
趨
勢
か
ら
す

れ
ば
理
解
で
き
よ
う
。
東
牌
楼
や
尚
徳
街
の
出
土
の
簡
牘
中
、
草
書
の
比
率
は

多
い
。
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図
５
は
篆
書
で
あ
る
。
篆
書
の
一
種
の
装
飾
体
と
思
わ
れ
る
。
秦
の
八
体
の

一
つ
、
鳥
虫
書
と
呼
ば
れ
る
書
体
の
一
種
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
漢
の
文
字
習
得
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
当
時
の
令
史
や
史
、
い
わ
ゆ

る
書
記
官
は
文
字
習
得
に
励
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
実
体
を
新
出
土
の
簡
牘

と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
整
理
す
る
と
、
当
１

時
の
書
記
官
た
ち
は
、
行
政
文
書
で
あ
る
隷
書
を
は
じ
め
、
楷
書
や
行
書
、
草

書
と
い
っ
た
書
体
を
書
き
わ
け
る
こ
と
に
苦
心
し
、
さ
ら
に
美
し
い
文
字
を
書

く
こ
と
に
対
し
て
も
意
識
の
高
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

（

1）
王
彦
輝
『
張
家
山
漢
簡

�二年
律
令

�与
漢
代
社
会
研
究
』
二
〇
一
〇
年

（

2）
張
家
山
漢
簡
「
二
年
律
令
」
に
つ
い
て
は
、
Ａ
早
稲
田
大
学
簡
帛
研
究
会
が
四

七
四
～
四
七
六
号
の
訳
注
を
発
表
し
て
い
る
。
「
張
家
山
第
二
四
七
号
漢
墓
竹
簡

訳
注
（
二
）
、
史
律
訳
注
Ｉ
」
。
ま
た
Ｂ
京
大
人
文
研
に
も
「
江
陵
張
家
山
二
四
七

号
墓
出
土
漢
律
の
研
究
」
（
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
の
訳
注
が
あ
る
。
こ
れ

を
踏
ま
え
て
冨
谷
氏
は
「
書
記
官
へ
の
道

漢
代
下
級
役
人
の
文
字
習
得

」

（
『
文
書
行
政
の
漢
帝
國
』
）
が
あ
る
。
ま
た
広
瀬
薫
雄
氏
も
「
張
家
山
漢
簡

�二

年
律
令

�史
律
研
究
」
（
『
秦
漢
律
令
研
究
』
）
に
お
い
て
、
Ａ
、
Ｂ
を
比
較
検
討

し
訳
注
を
試
み
て
い
る
。

（

3）

�義
田
『
漢
代
の
蒼
頡

�』、『
急
就

�』、「
八
体
と
「
史
書
」
の
問
題
に
つ
い

て
秦
漢
時
代
の
官
史
は
い
か
に
し
て
文
字
を
学
ん
だ
か
」
（
中
央
研
究
院
歴

史
言
語
研
究
所
「
第
二
屆
古
文
字
与
古
代
史
国
際
学
術
検
討
会
」
二
〇
〇
八
年
）

（

4）
東
川
祥
丈
「
東
漢
律
考
」（『
中
国
文
明
の
形
成
』
二
〇
〇
三
年
）

（
5）

工
藤
元
男
『
睡
虎
地
奏
簡
よ
り
み
た
秦
代
の
国
家
と
社
会
』（
二
〇
〇
二
年
）

（

6）
山
本
宣
宏
『
古
代
書
体
論
考
』（
二
〇
一
六
年
）

（

7）
高
村
武
幸
『
秦
漢
簡
牘
史
料
研
究
』（
二
〇
一
五
年
）

（
提
出
日
平
成
二
九
年
九
月
三
〇
日
）
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